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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成31年3月7日(2019.3.7)

【公開番号】特開2017-134220(P2017-134220A)
【公開日】平成29年8月3日(2017.8.3)
【年通号数】公開・登録公報2017-029
【出願番号】特願2016-13499(P2016-13499)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｂ  15/05     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  15/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｂ   15/05     　　　　
   Ｇ０３Ｂ   15/02     　　　Ｖ

【手続補正書】
【提出日】平成31年1月23日(2019.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、外部電源装置を照明装置に電気的に接続するための端子数を増加させること
なく、接続可能な複数の外部電源装置の中から実際に照明装置に接続された外部電源装置
のタイプを照明装置により判別することができる技術を提供することを目的とする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明に係る照明装置は、発光部と、前記発光部に給電するメインコンデンサと、外部
電源装置との電気的な接続を可能とし、前記外部電源装置から前記メインコンデンサへ給
電するための第１の端子と、前記外部電源装置のタイプを判別するための第２の端子とを
有する接続手段と、前記第２の端子の入出力特性を切り替える切替手段と、前記接続手段
に接続可能な外部電源装置のタイプを判別するための情報を記憶する記憶手段と、前記切
替手段により前記第２の端子の属性が入力に設定されたときに、前記外部電源装置から前
記第２の端子に入力される信号の電圧値を所定の電圧閾値と比較することにより前記外部
電源装置のタイプを特定するための情報を取得する取得手段と、前記取得手段が取得した
情報を前記記憶手段に記憶された情報と対比することによって前記外部電源装置のタイプ
を判別する判別手段と、を備えることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　ステップＳ１０６においてマイコン１００は、第１の電圧検知回路１０６の抵抗分圧し
た電圧（ＨＶ＿ＩＮ）をＡ／Ｄ変換し、所定時間内に所望の電圧以上になったか否か（充
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電が完了したか否か）を判定する。マイコン１００は、所定時間内に充電が完了しない場
合には、ステップＳ１０７と同じ処理を行い、その後、処理をステップＳ１０８へ進める
。マイコン１００は、充電が完了した場合、カメラ本体に対して通信インタフェース部１
１２を介して発光許可信号を伝達し、その後、処理をステップＳ１０８へ進める。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　ステップＳ２００においてマイコン２００は、各レジスタを初期化し、第１の外部電源
装置２０を構成する各部品に対して、ストロボ装置１０への給電を開始するために必要な
設定を行う。ステップＳ２０１においてマイコン２００は、ＤＩＲ２信号を用いて第２の
入出力切替回路２２２を制御し、第２のコネクタ２４０のＳＥＨ信号用端子の属性を入力
に設定する。ステップＳ２０２においてマイコン２００は、第２のコネクタ２４０のＳＥ
Ｈ信号用端子からの入力信号（ＳＥＨ信号）に基づき、第１の外部電源装置２０がストロ
ボ装置１０に接続されているか否かを判定する。マイコン２００は、ＳＥＨ信号が所定の
電圧値以上の信号である場合（Ｓ２０２でＹＥＳ）、処理をステップＳ２０３へ進め、Ｓ
ＥＨ信号が所定の電圧値未満である場合（Ｓ２０２でＮＯ）、処理をステップＳ２０８へ
進める。なお、ステップＳ２０２においてＳＥＨ信号が所定の電圧値以上であるとは、第
１の外部電源装置２０がストロボ装置１０に接続されており、Ｈｉ信号が検知されたこと
を示している。ＳＥＨ信号が所定の電圧値未満であるとは、Ｈｉ信号が検知されない（Ｌ
ｏ信号が検出される）ことを示しており、この場合には、第１の外部電源装置２０を起動
する必要はないということになる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　ステップＳ２０８へと処理が進められる場合とは、所定時間が経過しても所定の充電完
了電圧に達しない（充電が完了しない）場合であるため、ステップＳ２０８においてマイ
コン２００は、昇圧回路２０４を停止させ、充電動作を終了させる。続くステップＳ２０
９においてマイコン２００は、ＤＣ－ＤＣコンバータ２０３への駆動信号ＤＣ－ＤＣ＿Ｏ
Ｎ２の送信を停止する。これにより、ＤＣ－ＤＣコンバータ２０３から各部への給電が停
止されて、第１の外部電源装置２０での充電シーケンスは終了となる。なお、第２の外部
電源装置３０の制御シーケンスは、図５に示した制御シーケンスとほぼ同様である。但し
、第２の外部電源装置３０の場合、第２のコネクタ２４０ＡのＳＥ＿Ｈ信号用端子は入力
専用端子であるため、ステップＳ２０１での第２のコネクタ２４０のＳＥＨ信号用端子の
属性設定に対応する処理は行われない点だけが、図５の制御シーケンスと異なる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　次に、ストロボ装置１０及び外部電源装置での外部電源判別シーケンス（ステップＳ１
０５，Ｓ２０５）について説明する。図６及び図７は、ストロボ装置１０及び第１の外部
電源装置２０での外部電源判別シーケンスのフローチャートである。ここでは、説明の便
宜上、外部電源装置側の外部電源判別シーケンスについては、第１の外部電源装置２０の
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外部電源判別シーケンスについて説明する。そして、第２の外部電源装置３０の外部電源
判別シーケンスについては、第１の外部電源装置２０の外部電源判別シーケンスとの相違
点を説明することとする。なお、図６の外部電源装置側のフローでは、説明の便宜上、図
５に示したステップＳ２００～Ｓ２０１の処理を、再度、説明に加えている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　ストロボ装置１０での充電シーケンスがステップＳ１０５（サブルーチン）へ進むと、
ステップＳ３０１においてマイコン１００は、ＳＥＨＯＵＴ１信号を初期化する。そして
、ステップＳ３０２においてマイコン１００は、ＤＩＲ１信号を用いて第１の入出力切替
回路１２２を制御し、第１のコネクタ１４０のＳＥＨ信号用端子の属性を出力に設定し、
ＳＥＨＯＵＴ１信号にＨｉ信号を出力する。このＨｉ信号は、ストロボ装置１０が動作状
態（マイコン１００による制御状態）に入っていることを示す信号である。なお、ステッ
プＳ３０１～Ｓ３０２の処理は、ステップＳ１０３の処理として実行されてもよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　ステップＳ３０３においてマイコン１００は、予め設定された所定時間Ｔが経過したか
否かを判定する。なお、所定時間Ｔは、マイコン１００内のタイマ回路にセットされてい
る。マイコン１００は、所定時間Ｔが経過していないと判定した場合（Ｓ３０３でＮＯ）
、処理をＳ３０２へ戻し、所定時間Ｔが経過したと判定した場合（Ｓ３０３でＹＥＳ）、
処理をステップＳ３０４へ進める。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　ステップＳ３０８においてマイコン１００は、所定時間Ｔ１内に第１のコネクタ１４０
のＳＥＨ信号用端子と第１の入出力切替回路１２２を経由して外部電源装置から第１の電
圧判定回路１２３へ入力されたＳＥＨ信号の電圧値Ｖ２１を判定する。電圧値Ｖ２１のＳ
ＥＨ信号は、外部電源装置側のステップＳ４０８において出力された信号であり、マイコ
ン１００は、第１の電圧判定回路１２３により、電圧値Ｖ２１が第２の電圧閾値Ｖ１１よ
りも大きいか否かを判定する。マイコン１００は、電圧値Ｖ２１が第２の電圧閾値Ｖ１１
よりも大きい場合（Ｓ３０８でＹＥＳ）、処理をステップＳ３０９へ進め、電圧値Ｖ２１
が第２の電圧閾値Ｖ１１以下の場合（Ｓ３０８でＮＯ）、処理をステップＳ３１０へ進め
る。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　マイコン１００は、第１の判定結果として、ステップＳ３０９では「ＳＥＨ信号：ＳＥ
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Ｈ１＝Ｈｉ」を記憶し、ステップＳ３１０では「ＳＥＨ信号：ＳＥＨ１＝Ｌｏ」を記憶す
る。なお、第１の判定結果は、マイコン１００が有するＲＡＭ等に記憶される。ステップ
Ｓ３０９，Ｓ３１０の後、ステップＳ３１１においてマイコン１００は、所定時間Ｔ２が
経過するまで待機する。なお、所定時間Ｔ２は、マイコン１００内のタイマ回路にセット
されている。所定時間Ｔ２の経過後、ステップＳ３１２においてマイコン１００は、第１
のコネクタ１４０のＳＥＨ信号用端子及び第１の入出力切替回路１２２を経由して第１の
電圧判定回路１２３へ入力されたＳＥＨ信号の電圧値Ｖ２２を判定する。電圧値Ｖ２２の
ＳＥＨ信号は、外部電源装置側のステップＳ４１０において出力された信号であり、マイ
コン１００は、第１の電圧判定回路１２３により、電圧値Ｖ２２が第３の電圧閾値Ｖ１２
よりも大きいか否かを判定する。マイコン１００は、電圧値Ｖ２２が第３の電圧閾値Ｖ１
２よりも大きい場合（Ｓ３１２でＹＥＳ）、処理をステップＳ３１３へ進め、電圧値Ｖ２
２が第３の電圧閾値Ｖ１２以下の場合（Ｓ３１２でＮＯ）、処理をステップＳ３１４へ進
める。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　マイコン１００は、第２の判定結果として、ステップＳ３１３では「ＳＥＨ信号：ＳＥ
Ｈ２＝Ｈｉ」を記憶し、ステップＳ３１４では「ＳＥＨ信号：ＳＥＨ２＝Ｌｏ」を記憶す
る。なお、第２の判定結果は、マイコン１００が有するＲＡＭ等に記憶される。ステップ
Ｓ３１３，Ｓ３１４の後、ステップＳ３１５においてマイコン１００は、所定時間Ｔ３が
経過するまで待機する。なお、所定時間Ｔ３は、マイコン１００内のタイマ回路にセット
されている。所定時間Ｔ３の経過後、ステップＳ３１６においてマイコン１００は、第１
のコネクタ１４０のＳＥＨ信号用端子及び第１の入出力切替回路１２２を経由して第１の
電圧判定回路１２３へ入力されたＳＥＨ信号の電圧値Ｖ２３を判定する。電圧値Ｖ２３の
ＳＥＨ信号は、外部電源装置側のステップＳ４１２において出力された信号であり、マイ
コン１００は、第１の電圧判定回路１２３により、電圧値Ｖ２３が第４の電圧閾値Ｖ１３
よりも大きいか否かを判定する。マイコン１００は、電圧値Ｖ２３が第４の電圧閾値Ｖ１
３よりも大きい場合（Ｓ３１６でＹＥＳ）、処理をステップＳ３１７へ進め、電圧値Ｖ２
３が第４の電圧閾値Ｖ１３以下の場合（Ｓ３１６でＮＯ）、処理をステップＳ３１８へ進
める。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光部と、
　前記発光部に給電するメインコンデンサと、
　外部電源装置との電気的な接続を可能とし、前記外部電源装置から前記メインコンデン
サへ給電するための第１の端子と、前記外部電源装置のタイプを判別するための第２の端
子とを有する接続手段と、
　前記第２の端子の入出力特性を切り替える切替手段と、
　前記接続手段に接続可能な外部電源装置のタイプを判別するための情報を記憶する記憶
手段と、
　前記切替手段により前記第２の端子の属性が入力に設定されたときに、前記外部電源装
置から前記第２の端子に入力される信号の電圧値を所定の電圧閾値と比較することにより
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前記外部電源装置のタイプを特定するための情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段が取得した情報を前記記憶手段に記憶された情報と対比することによって
前記外部電源装置のタイプを判別する判別手段と、を備えることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記第１の端子の電圧を検知する電圧検知手段を備え、
　前記取得手段は、前記電圧検知手段が前記第１の端子に所定の電圧が供給されているこ
とを検知した場合に、前記外部電源装置のタイプを特定するための情報を取得することを
特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記取得手段は、前記電圧検知手段が前記第１の端子に所定の電圧が供給されているこ
とを検知した後、所定時間が経過するまでの間に前記第２の端子に入力される信号の電圧
値の時間的な変化を検知し、検知したそれぞれの電圧値を所定の電圧閾値と比較すること
を特徴とする請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記外部電源装置のタイプを特定するための情報は、前記第２の端子に入力された電圧
値が、所定の電圧閾値よりも大きい電圧値の信号であるか否かの比較結果の組み合わせで
あることを特徴とする請求項３に記載の照明装置。
【請求項５】
　照明装置と、前記照明装置に電気的に接続可能な外部電源装置とを有する照明システム
であって、
　前記照明装置は、
　発光部と、
　前記発光部に給電するメインコンデンサと、
　前記外部電源装置との電気的な接続を可能とし、前記外部電源装置から前記メインコン
デンサに給電するための第１の端子と、前記外部電源装置を判別するための第２の端子と
を有する第１の接続手段と、
　前記第２の端子の入出力特性を切り替える第１の切替手段と、
　前記第１の接続手段に接続可能な外部電源装置のタイプを判別するための情報を記憶す
る記憶手段と、
　前記第１の切替手段により前記第２の端子の属性が入力に設定されたときに、所定の時
間内に前記第２の端子へ入力される信号の電圧値を所定の電圧閾値と比較することにより
前記外部電源装置のタイプを特定するための情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段が取得した情報を前記記憶手段に記憶された情報と対比することによって
前記外部電源装置のタイプを判別する判別手段と、を備え、
　前記外部電源装置は、
　前記第１の端子と接続可能であって前記メインコンデンサへの給電を行う第３の端子と
、前記第２の端子と接続可能であって少なくとも前記照明装置の状態の検出する第４の端
子とを有する第２の接続手段と、
　前記第３の端子へ所定の電圧を供給する電圧供給手段と、を備えることを特徴とする照
明システム。
【請求項６】
　前記照明装置は、前記照明装置の電源がオンされたときに前記第２の端子の属性が出力
となるように前記第１の切替手段を制御し、前記第２の端子に前記照明装置が動作状態に
入ったことを示す信号を出力する第１の制御手段を備え、
　前記外部電源装置は、
　前記第４の端子の入出力特性を切り替える第２の切替手段と、
　前記外部電源装置の電源がオンされたときに前記第４の端子の属性が入力となるように
前記第２の切替手段を制御し、前記第４の端子から前記照明装置が動作状態に入ったこと
を示す信号を取得した場合に、前記第３の端子への所定の電圧の供給を開始するように前
記電圧供給手段を制御する第２の制御手段と、を備えることを特徴とする請求項５に記載
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の照明システム。
【請求項７】
　前記第２の制御手段は、前記電圧供給手段による前記第３の端子への所定の電圧の供給
を開始した後に、前記第４の端子の属性が出力となるように前記第２の切替手段を制御し
、前記第４の端子を介して前記外部電源装置のタイプを特定するための情報を前記照明装
置へ伝達することを備えることを特徴とする請求項６に記載の照明システム。
【請求項８】
　前記照明装置は、前記第１の端子の電圧を検知する電圧検知手段を備え、
　前記照明装置の前記取得手段は、前記電圧検知手段が前記第１の端子に所定の電圧が供
給されていることを検知した後に、前記外部電源装置のタイプを特定するための情報を取
得することを特徴とする請求項７に記載の照明システム。
【請求項９】
　前記第２の制御手段は、前記外部電源装置のタイプを特定させるための情報として、時
間的に電圧値を変化させた信号を所定の時間内に前記第４の端子へ出力し、
　前記照明装置の前記取得手段は、前記第２の制御手段から前記第４の端子を介して前記
第２の端子に入力される信号の電圧値の時間的な変化を検知し、検知したそれぞれの電圧
値が所定の電圧閾値よりも大きいか又は前記所定の電圧閾値よりも大きくないかの時間的
な変化の組み合わせを、前記外部電源装置を特定するための情報とすることを特徴とする
請求項７又は８に記載の照明システム。
【請求項１０】
　発光部と、前記発光部に給電するメインコンデンサと、外部電源装置との電気的な接続
を可能とし、前記外部電源装置から前記メインコンデンサに給電を行うための第１の端子
と、前記外部電源装置を判別するための第２の端子とを有する第１の接続手段と、前記第
２の端子の入出力特性を切り替える第１の切替手段と、前記第１の接続手段に接続可能な
外部電源装置のタイプを判別するための情報を記憶する記憶手段と、前記第１の切替手段
により前記第２の端子の属性が入力に設定されたときに、所定の時間内に前記第２の端子
へ入力される信号の電圧値を所定の電圧閾値と比較することにより前記外部電源装置のタ
イプを特定するための情報を取得する取得手段と、前記取得手段が取得した情報を前記記
憶手段に記憶された情報と対比することによって前記外部電源装置のタイプを判別する判
別手段と、を備えた照明装置に電気的に接続可能な外部電源装置であって、
　前記第１の端子と接続可能であって前記メインコンデンサへの給電を行う第３の端子と
、前記第２の端子と接続可能であって少なくとも前記照明装置の状態の検出する第４の端
子とを有する第２の接続手段と、
　前記第３の端子へ所定の高電圧を供給する電圧供給手段と、を備えることを特徴とする
外部電源装置。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図５】
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